
マ
へ
ダ
ナ
ホ
ヤ
ス
前
田
直
義
加
賀
務
臣
。
初

諮
長
徳
・
長
向
。
遜
稽
倖
四
郎
・
次
郎
右
衛
門
・
源
五

左
衛
門
。
元
文
=
一
年
俸
千
ご
十
石
を
艶
宮
、
大
小
綿

に
避
し
、
寛
保
=
一
年
御
算
用
語
横
目
、
延
享
三
年
表

小
綿
織
目
よ
り
次
第
に
昇
進
し
て
御
馬
廻
顕
に
去

台
、
費
層
五
年
銀
私
奉
行
と
な
り
、
六
年
四
周
指
除

か
れ
、
十
年
二
周
ご
十
ご
日
六
十
六
歳
で
残
し
た
。

マ
へ
ダ
ナ
ホ
ユ
キ
前
田
直
之
加
賀
務
の
老
臣

前
田
氏
の
家
題
。
前
田
利
家
の
次
男
利
政
の
嫡
子
。

慶
長
九
年
一
=
且
京
師
に
生
ま
る
。
溜
縛
肥
後
・
三
左

衛
門
。
初
詣
利
直
・
政
之
。
十
一
年
祖
母
芳
春
院
に

れ
ば
一
高
石
を
分
奥
す
ぺ
〈
命
ぜ
ら
れ
た
o
因
。
て
一
て
そ
の
様
千
五
百
石
を
併
せ
、
寛
永
七
年
直
知
の
夜

十
八
年
一
高
石
を
孝
貞
に
返
し
、

E
保
ご
年
光
高
逝
一
す
る
に
及
ん
で
ご
千
石
を
襲
ぎ
、
八
年
組
借
入
長
種
の

去
の
時
出
家
し
て
そ
の
領
知
七
千
石
を
ま
た
孝
貞
に
一
一
一
品
千
石
を
受
け
て
、
合
計
ご
高
千
石
を
領
し
た
。

謀
。
、
己
は
高
野
山
に
賛
。
て
涼
心
と
帯
し
た
。
後
一
因
っ
て
直
正
は
、
一
一
一
千
石
を
弟
槌
佐
恒
知
、
千
石
を

亦
松
祷
軒
了
心
と
政
務
し
、
武
州
に
行
き
母
組
心
と
一
同
姓
入
兵
衛
長
政
に
頒
ち
、
自
ら
残
像
の
一
一
品
七
千

共
に
居
り
、
迭
に
元
線
六
年
八
周
八
十
二
歳
に
て
袈
一
石
を
有
し
た
が
、
悶
十
周
十
七
日
江
戸
に
残
し
た
。

し
た
o

J

Y

Y

Y

組
心
0

・
一
事
年
サ
七
。
法
醗
清
養
院
無
徹
源
心
居
士
。
江
戸
鹿

マ
へ
ダ
ナ
ホ
ノ
プ
前
田
直
信
加
賀
藩
の
老
臣
一
高
寺
に
葬
る
。

前
田
直
之
系
の
第
十
代
。
直
良
の
子
。
天
保
十
ご
年
一
マ
へ
ダ
ナ
ホ
ミ
前
田
直
錦
加
賀
務
の
老
臣
前

閏
正
周
五
日
出
生
。
遺
稿
=
一
左
衛
門
。
安
政
一
一
一
年
四
一
回
直
之
系
の
第
四
代
。
直
堅
の
ご
男
。
正
徳
四
年
三

用
八
日
直
曾
の
後
を
襲
ぎ
、
世
除
一
一
品
千
石
を
受
け
、
一
周
出
生
。
泡
都
主
麗
。
亭
保
十
年
入
居
新
知
一
一
千
五

十
ご
用
十
六
日
従
軍
位
下
土
佐
守
に
叙
任
し
、
明
治
一
百
石
を
賜
は
り
、
十
四
年
間
九
用
七
日
突
の
也
知
一

線
新
の
政
鑓
に
遊
ひ
、
十
ご
年
九
用
十
五
日
三
十
九
一
一
品
千
石
を
襲
ぎ
、
十
六
年
十
二
周
サ
三
日
従
軍
位
下

践
を
以
て
夜
し
た
。
法
駿
際
安
寺
、
野
岡
山
に
採
る
。
一
土
佐
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
安
永
三
年
四
n
=
一
日
六
十
一

マ
へ
ダ
ナ
ホ
ハ
ル
前
田
直
玄
加
賀
務
臣
。
遇
一
践
を
以
て
夜
し
た
。
法
按
超
宗
院
、
野
曲
山
に
葬
ら

抑
制
七
郎
兵
衛
。
貨
は
今
枝
民
部
の
七
子
。
元
和
六
年
一
れ
た
。
そ
の
著
に
服
貧
雑
記
・
言
誕
集
等
が
あ
る
o

三
歳
で
、
前
田
利
常
の
命
に
よ
っ
て
、
利
家
の
女
高
一
マ
へ
ダ
ナ
ホ
ヤ
ス
前
田
直
餐
加
賀
務
の
老
臣

源
院
の
嗣
と
な
り
、
そ
の
化
粧
田
ご
百
五
十
石
を
受
一
前
問
直
方
の
ご
子
で
嫡
男
。
安
永
元
年
十
ご
月
出
生
。

け
、
後
庭
球
を
増
し
て
ご
千
三
百
石
〈
内
五
百
石
奥
一
遺
構
内
匠
助
。
寛
政
十
年
七
周
六
日
新
知
二
千
五
百

カ
知
〉
を
食
み
、
人
持
組
に
列
し
、
寛
文
九
年
入
居
一
石
を
受
け
、
文
化
ご
年
五
周
サ
九
日
三
十
四
践
を
以

夜

。

子

孫

世

々

粗

製

ぐ

。

一

て

突

に

先

だ

ち

て

渡

し

た

。

法

蹴

挙

踊

院

、

野

町

山

マ
へ
ダ
ナ
ホ
ヒ
デ
前
国
産
英
加
賀
藩
臣
。
遇
一
に
葬
る
。

都
左
京
・
五
郎
左
衛
門
・
大
串
。
家
純
に
は
部
を
直
一

央
に
作
る
。
土
佐
守
直
腐
の
穴
子
。
天
明
五
年
御
奏
一

者
番
と
な
り
、
七
年
新
知
千
石
を
受
け
、
前
田
野
敬
一

附
御
用
・
再
奏
者
番
を
鰹
、
寛
政
七
年
若
年
寄
に
任
一

じ
、
九
年
五
百
石
を
加
へ
、
文
化
元
年
職
を
踏
め
、
一

七

年

残

し

た

。

一

マ
へ
ダ
ナ
ホ
マ
サ
前
田
直
正
加
賀
務
の
老
臣
一

前
町
長
積
系
の
第
一
一
一
代
直
知
の
嫡
男
。
慶
長
十
年
出
一

生
。
初
名
左
兵
衛
、
後
封
馬
。
突
直
知
の
致
仕
し
た
一

時
六
千
五
百
石
の
担
分
を
受
け
、
帯
い
で
弟
直
成
が
一

町
野
長
門
守
吉
和
ハ
一
作
幸
和
)
の
義
子
と
な
る
を
以
一

マ，、

鞠
育
せ
ら
れ
、
元
和
元
年
十
一
周
十
三
日
利
常
に
仕
一
任
、
将
軍
徳
川
家
持
の
偏
鵠
を
賜
う
て
費
泰
と
改
め

へ
て
稼
千
石
を
受
け
、
=
一
年
増
し
て
七
千
五
百
石
像
一
た
。
十
一
周
サ
一
日
脅
鹿
の
致
仕
に
及
び
家
督
相
続

に
滋
み
、
寛
永
十
一
一
年
入
居
一
一
晶
玉
千
石
と
な
っ
た
。
一
を
命
ぜ
ら
れ
、
同
日
加
賀
守
と
群
し
、
十
ご
周
十
六

延
賢
二
年
十
周
十
入
日
小
松
に
夜
、
享
年
七
十
一
。
一
日
左
近
衛
櫨
申
絡
に
轄
じ
、
安
保
二
年
十
ご
周
期
日

法
脱
長
安
寺
、
野
町
山
に
葬
る
。
一
番
織
に
任
じ
、
中
将
故
の
如
く
で
あ
っ
た
。
次
い
で

マ
へ
ダ
ナ
ホ
ヨ
シ
前
回
霊
長
加
賀
務
の
老
臣
一
十
年
十
二
局
朔
日
従
三
位
に
叙
し
、
安
政
ご
年
十
二

前
回
直
之
系
の
第
七
代
。
直
時
の
嫡
男
。
文
政
三
年
一
周
十
五
日
蛾
畑
中
納
言
に
胸
じ
、
元
治
元
年
五
周
十
三

十
周
出
生
。
逝
構
内
匠
。
十
一
年
十
周
六
日
家
線
一
一
日
正
三
位
に
陸
り
、
陸
路
二
年
四
周
四
日
致
仕
し
て

高
千
石
を
製
ぎ
、
天
保
十
四
年
十
ご
用
廿
七
日
従
軍
一
肥
前
守
と
い
ひ
、
加
賀
中
納
言
を
改
め
て
金
棒
巾
納

位
下
近
江
守
に
任
ぜ
ら
れ
、
嘉
永
四
年
四
周
六
日
=
二
言
と
縛
し
た
が
、
明
治
元
年
三
用
サ
ご
日
重
ね
て
加

十
二
歳
で
江
戸
に
残
し
た
。
法
名
本
製
院
、
野
田
山
一
賀
中
納
言
に
復
し
た
。
四
年
九
周
東
京
に
移
住
し
、

に

興

る

。

一

十

三

年

五

周

十

八

日

従

二

位

に

、

十

七

年

一

周

十

五

マ
ヘ
ダ
ナ
リ
ナ
ガ
前
田
賀
鹿
加
賀
務
主
第
十
一
日

E
二
位
に
限
旬
、
開
局
十
六
日
苑
じ
た
。
享
年
七

一
一
代
。
前
町
璽
教
の
ご
男
、
母
は
貞
琳
院
。
天
明
ご
一
十
四
。
温
敬
公
と
詮
じ
、
東
京
日
暮
里
に
葬
る
o
m
H

年
七
局
サ
八
日
金
棒
に
生
ま
る
。
幼
名
勉
高
千
。
寛
一
一
壌
に
は
梅
皐
・
後
凋
・
コ
一
撃
翁
・
棄
世
道
人
・
球
外
遊
人

政
入
年
十
用
品
H
九
日
出
府
、
十
一
同
月
十
五
目
叔
父
治
一
等
の
脱
が
あ
る
。

備
の
養
子
と
な
り
、
十
ご
月
一
一
一
日
名
を
勝
丸
と
殴
一
マ
へ
ダ
ノ
プ
ア
キ
ラ
前
田
誠
明
加
賀
務
目
。

め
、
同
日
ま
た
犬
千
代
と
改
め
、
翌
四
日
叉
左
衛
門
一
遺
稿
臓
人
・
左
京
。
七
日
市
務
主
第
ご
代
前

m利
意

利
厚
と
穏
し
た
。
九
年
ご
用
九
日
正
四
位
下
左
近
衛
一
の
去
男
。
前
回
綱
紀
に
仕
へ
て
線
三
千
石
ハ
内
千
石

摺
少
将
衆
筑
前
守
に
叙
任
、
徳
川
家
賓
の
偏
蹄
を
賜
一
奥
カ
知
〉
を
受
け
、
後
五
百
石
を
加
へ
、
事
保
元
年

う
て
mH腐
と
穏
し
、
亭
和
ご
年
三
周
九
日
治
僑
致
仕
一
若
年
寄
に
任
じ
、
八
年
五
周
六
日
夜
。
子
孫
相
纏
い

の
後
を
承
け
て
家
督
を
相
続
し
、
開
局
十
一
日
加
賀
一
で
務
に
仕
へ
る
。
誠
明
、
字
は
似
閑
。
人
と
な
り
風

守
と
な
り
、
六
周
十
三
日
左
近
衛
櫛
申
絡
に
降
り
、
一
減
、
常
に
そ
の
空
知
閣
に
端
座
し
て
沈
吟
し
、
栴
調

文
政
五
年
十
一
用
品
u
一
日
致
仕
を
許
さ
れ
て
肥
前
守
一
老
蒼
一
一
種
の
気
味
を
帯
び
た
詩
を
作
っ
た
o

と
聴
し
た
。
七
年
七
用
十
日
金
制
停
に
卒
、
十
二
日
渡
一
マ
ヘ
ダ
ノ
プ
ナ
リ
前
田
信
成
大
型
寺
務
中
一
徳

喪
、
享
年
四
十
一
ニ
。
法
鋭
金
龍
院
文
古
雲
港
大
居
士
、
一
回
代
前
田
利
章
の
次
子
。
亭
保
十
九
年
正
且
骨
三
日

野

岡

山

に

掠

る

。

一

大

型

寺

に

生

ま

れ

た

。

逝

梼

常

武

郎

、

後

民

部

・

中

マ
へ
ダ
ナ
リ
ヤ
ス
前
田
費
奉
加
賀
務
主
第
十
一
務
、
初
爵
利
事
。
賀
暦
十
一
年
請
う
て
藩
臣
の
斑
に

三
代
。
前
回
野
鹿
の
嫡
男
、
母
は
策
提
院
。
幼
名
勝
一
下
り
、
家
老
上
席
に
列
し
、
安
永
五
年
十
周
朔
日
四

千
代
0
・
文
化
入
年
七
且
十
日
金
揮
に
生
ま
る
。
文
政
一
十
三
践
を
以
て
夜
し
た
。
法
捜
太
一
院
。
信
成
、
大

五
年
八
周
初
め
て
江
戸
に
出
で
、
開
局
廿
八
日
勝
丸
、
一
幸
清
方
を
師
と
し
て
犠
び
、
専
ら
孝
悌
務
陸
を
主
と

，LV
-

同
日
犬
千
代
、
廿
九
日
叉
左
衛
門
利
候
と
稽
し
、
十
一
し
、
傍
武
技
を
好
ん
で
錦
槍
弓
馬
皆
そ
の
妙
を
得
た
。

用
四
日
正
四
位
下
左
近
衛
極
少
将
来
若
狭
守
に
叙
一
そ
の
箸
に
太
一
越
稿
が
あ
る
。

八
O
七


